
（仮称）子ども包括支援センター内子育てひろば及び中高生世代スペース 

運営業務委託に係るプロポーザル基本方針 

 

１． 業務概要 

① 件名 

・（仮称）子ども包括支援センター内子育てひろば運営業務委託 

・（仮称）子ども包括支援センター内中高生世代スペース運営業務委託 

※子育てひろばと中高生世代スペースの運営を一体的に業務委託するが、子育てひろばのみ非課税事業

のため、便宜的に委託契約は２本に分けることとする。本プロポーザルでは２本の委託を一体として審査

していく。 

② 業務の目的・内容 

本件は、令和６年度にオープン予定の（仮称）子ども包括支援センター「みらいく」３階に開設予定の子育

てひろば及び中高生世代スペース（以下、「ひろば等」）について、安定的な運営を行っていくことを目的と

する。ひろば等においては、子育てひろば機能の提供に加えて、中高生世代を対象としたフリースペースの

提供や学習支援を行い、子育てひろばと中高生世代スペースを一体的に運営することで相乗効果を狙う。 

③ 予定契約期間 

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月３1日 

 

④ 予定金額（基準金額） 

40,000,000円（消費税含む） 

 

２． プロポーザル方式採用理由  

本事業では専門的な知識と経験やノウハウ、人材の確保養成する力、安定した運営能力、地域の実情を十分

に理解した事業者を選定する必要がある。 

さらに、子育てひろばと中高生世代スペースを一体的に運営するという新しい取り組みをするにあたっては民

間の経験を生かした提案が重要と捉え、事業者の実績や専門性、企画性など価格面だけではない総合的な評

価を行い、事業候補者を決定することが妥当と判断した。  



＜チェックリスト＞ 

ﾁｪｯｸ プロポーザル採用理由（プロポーザルガイドライン第 3条） 

 次のいずれかについて検討、判断することが必須である 

 実績  専門性 ☐ 技術力  企画力 ☐ 創造性 ☐ その他 

（その他：           ） 

☐ 行政計画等の調査・立案 

☐ 大規模かつ複雑な施工計画の立案、景観を重視した施設設計業務 

☐ システム開発等の業務 

☐ 催事、公園、記念品のデザインなど、芸術性、創造性等が求められる業務 

 高度な技術力、企画力、開発力が求められる業務 

 経験・実績により業務の質・完成度が左右される業務 

☐ その他、プロポーザル方式による必要があると市長が認めたもの 

（認めた根拠：      ） 

 

３． 実施形式 

公募型プロポーザル方式 

 

４． 参加資格 

次に掲げるすべての要件を応募時点で満たしていること 

(1) 東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおける物品買入れ等競争入札参加資格において、申

請先自治体「日野市」を登録していること。 

(2) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4の規定に該当していないこと。 

(3) 申込日現在、東京都内において指名停止期間中でないこと。 

(4) 会社更生法（平成 14年法律第 154号）の適用を申請したものにあっては、裁判所より更生計画の認

可決定を受けていること。 

(5) 民事再生法（平成 11年法律第 225号）の適用を申請したものにあっては、裁判所より再生計画の認

可決定を受けていること。 

(6) 日野市契約における暴力団等排除措置要綱（平成 24年 12月 27日制定）に基づく排除措置を受け

ていないこと。 

なお、資格登録の有無にかかわらず広く提案を求める必要があるため、上記（１）を満たさない場合でも以

下に掲げる書類を確認し、プロポーザルに参加させることができる。 

① 履行事項全部証明書（登記簿謄本） 

② 財務諸表 

③ 法人事業税の納税（課税）証明書 

④ 納税証明書その１（法人税、消費税及び地方消費税） 

 

 

 



５． 公募方法 

ホームページ上で周知。 

 

６． 公募期間 

令和 5年 10月 2日（月）から令和 5年 10月 26日（木）午後 5時まで 

 

７． 申込（応募）方法 

以下の書類を令和 5年 10月 26日（木）午後 5時までに持参もしくは郵送（必着）により提出 

【提出書類】 

① 参加表明書 

② 会社概要書（パンフレット・概要書・カタログ等があれば添付） 

③ 他自治体等での類似業務における実績がわかるもの 

④ 企画提案書 

⑤ 見積価格書 

⑥ 財務諸表（貸借対照表、損益計算書） 

⑦ 法人事業税の納税（課税）証明書 

⑧ 納税証明書その１（法人税、消費税及び地方消費税） 

⑨ 登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 

⑩ 業務責任者実績書 

 

８． 候補者決定の考え方 

書類審査にて第一次選考し、その後、第一次選考通過者による企画提案書に基づくプレゼンテーションを

行い、プレゼンテーション等の内容を審査した上、最も優れた事業者を候補者と特定する。総合評価点の

同じものが 2者以上あるときは、提案評価点の高い者を上位とする。 

 

９． 審査委員会 

（１） 委員構成 

委員長：子ども部長 

副委員長：子ども家庭支援センター長 

委員：教育部統括指導主事、子育て課長、発達・教育支援課長、子ども家庭支援センター地域支援係

長、相談援護係長、母子保健係長 

（２） 審査方法 

委員会は、評価方法及び評価基準（以下「評価方法等」という。）を定め、それに基づき審査し優先候

補者、次席候補者を選定する。 

  



１０．全体スケジュール 

（１） プロポーザル事前協議 令和 5年 8月 17日（木） 

（２） 第 1回指名委員会 令和 5年 9月 21日（木） 

（３） 募集要領配布開始 令和 5年 10月 2日（月） 

（４） 質問の受付締め切り 令和 5年 10月 6日（金） 

（５） 質問書の回答 令和 5年 10月 12日（木）予定 

（６） 提案書類受付締め切り 令和 5年 10月 26日（木）午後５時まで 

（７） 書類審査 令和 5年 11月 1日（水）予定 

（８） 書類審査結果通知 令和 5年 11月 2日（木）予定 

（９） プレゼンテーション審査 令和 5年 11月 12日（日） 

（１０） 審査決定通知 令和 5年 11月下旬 

（１１） 総務課へ契約依頼（準備行為） 令和 6年 1月中旬 

（１２） 第 2回指名委員会 令和 6年 3月 7日（木） 

（１３） 契約決定 令和 6年 3月中 


